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は
じ
め
に

　

皇
女
や
后
が
院
号
を
宣
下
さ
れ
て
女
院
と
な
る
際
、
ど
の
よ
う
な
院
号
に
す
る
か

を
議
論
し
決
定
す
る
た
め
に
「
院
号
定
」
と
呼
ば
れ
る
会
議
が
開
か
れ
た
。「
院
号

定
部
類
記
」
と
は
、
院
号
定
に
関
す
る
記
事
を
古
記
録
か
ら
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

女
院
号
と
院
号
定
に
関
す
る
研
究
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
に

発
表
さ
れ
た
橋
本
義
彦
氏
の
論
考
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
野
村
育
世
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
長
ら
く
橋
本
氏
に
続
く
研
究
は
な
く
、
二
〇
〇
七
年
に
な
っ
て
女
院
号
の
決

定
過
程
と
そ
の
議
論
を
論
じ
た
高
松
百
香
氏
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
、
近
年

で
は
野
口
華
世
氏
に
よ
っ
て
女
院
領
の
形
成
と
院
号
宣
下
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
た
。

　
「
院
号
定
部
類
記
」
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題　

続

歴
史
篇
』（
一
九
五
一
年
、
以
下
『
図
書
寮
解
題
』
と
す
る
）
お
よ
び
木
本
好
信
氏

の
研
究
が
あ
る
ほ
か
、
最
近
で
は
、
女
院
と
女
院
領
の
研
究
を
進
め
て
来
た
野
口
華

世
氏
の
論
考
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
七
～
一
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤

研
究
🄒
（
一
般
）「
女
院
か
ら
み
る
中
世
王
権
の
特
徴
―
院
号
宣
下
の
背
景
と
経
緯

の
検
討
を
通
し
て
―
研
究
成
果
報
告
書
」（
二
〇
二
〇
年
三
月
、以
下「
科
研
報
告
書
」

と
す
る
）、
お
よ
び
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告 

二
〇
二
一
―
一
七
「「
院

号
定
部
類
記
」
に
関
す
る
研
究
」（
二
〇
二
二
年
三
月
、
以
下
「
共
同
研
究
報
告
書
」

と
す
る
）
に
お
い
て
「
院
号
定
部
類
記
」
の
全
文
が
翻
刻
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
「
院
号
定
部
類
記
」
に
は
、
系
統
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
写
本
が
あ
る
。

『
図
書
寮
解
題
』
で
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
三
種
類
の
写
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
の
「
六
冊
本
」
と
「
科
研
報
告
書
」
お
よ
び
「
共
同
研
究
報
告
書
」

が
底
本
と
し
た
「
内
閣
文
庫
本
」
は
、
全
く
同
じ
系
統
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
『
図
書
寮
解
題
』
の
「
六
冊
本
」
に
関
す
る
記
述
は
、「
内
閣

文
庫
本
」
に
も
該
当
す
る
の
で
あ
る
。『
図
書
寮
解
題
』
に
は
、
女
院
ご
と
に
そ
の

引
用
書
目
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
内
閣
文
庫
本
」
に
つ
い
て
検
討

す
る
際
に
も
有
用
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
科
研
報
告
書
と
共
同
研
究
報

告
書
を
も
と
に
、
あ
ら
た
め
て
「
院
号
定
部
類
記
」
の
引
用
書
目
の
検
証
を
行
い
、

そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
行
き
た
い
。

一
、「
院
号
定
部
類
記
」
の
引
用
書
目
と
条
文
に
つ
い
て

　
「
院
号
定
部
類
記
」
に
は
、
最
初
の
女
院
で
あ
る
東
三
条
院
か
ら
三
十
六
番
目
の

室
町
院
ま
で
三
十
五
人
の
女
院
の
院
号
定
の
記
事
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
東
三
条
院

か
ら
七
番
目
の
高
陽
院
ま
で
は
、
す
で
に
木
本
氏
に
よ
っ
て
「
院
号
定
部
類
記
」
所

収
の
条
文
一
覧
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
八
番
目
の
美
福
門
院
か
ら

最
後
の
室
町
院
ま
で
の
条
文
を
一
覧
に
し
た
（
後
掲
の
表
‥
「
院
号
定
部
類
記
」
引
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用
書
目
お
よ
び
条
文
一
覧
）。
そ
の
際
、
今
後
の
研
究
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
木
本

氏
が
対
象
と
し
た
七
女
院
も
含
め
て
「
院
号
定
部
類
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
全
女

院
に
つ
い
て
、
引
用
書
目
と
条
文
を
一
覧
表
に
し
て
い
る
。

　
『
図
書
寮
解
題
』
の
引
用
書
目
一
覧
が
有
用
で
あ
る
こ
と
は
野
口
氏
が
指
摘
す
る

通
り
だ
が
、
一
覧
表
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
り
、
若
干
だ
が
、
抜
け
て
い
る
書
目
が

あ
る
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
た
（
一
覧
表
で
は
★
を
付
し
た
）。
例
え
ば
、
上
東
門
院

の
項
で
は
、
左
経
記
の
一
部
の
条
文
が
「
左
経
記
」
で
は
な
く
「
経
頼
記
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
書
目
一
覧
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
陽
明

門
院
の
項
で
は
、
江
記
の
条
文
の
一
部
を
不
知
記
と
判
断
し
て
書
目
一
覧
に
記
載
し

て
い
る
。
木
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
院
号
定
部
類
記
」
の
二
条
院
以
前
の
記

事
は
、
採
用
さ
れ
た
書
目
ご
と
に
体
系
的
に
配
列
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
引
用

書
目
一
覧
を
作
成
し
た
際
に
混
乱
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
郁
芳
門
院
に

つ
い
て
は
左
経
記
が
書
目
一
覧
か
ら
抜
け
て
お
り
、
木
本
氏
が
検
討
対
象
に
含
め
な

か
っ
た
美
福
門
院
以
降
の
女
院
に
つ
い
て
も
抜
け
て
い
る
書
目
が
あ
る
。
書
目
一
覧

を
利
用
す
る
際
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
院
号
定
部
類
記
」
の
全
女
院
に
つ
い
て
引
用
書
目
と
条
文
を
一
覧
表
に

し
た
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
十
四
番
目
の
陰
明
門
院
ま
で
は

引
用
書
目
の
種
類
も
条
文
も
豊
富
だ
が
、
陰
明
門
院
の
次
の
嘉
陽
門
院
以
降
は
引
用

書
目
の
ほ
と
ん
ど
が
「
番
記
」
か
「
外
記
日
記
」
で
、
所
収
さ
れ
た
条
文
が
少
な
い

上
に
条
文
そ
の
も
の
が
短
い
。
例
外
は
二
十
六
番
目
の
東
一
条
院
の
項
の
「
信
盛
卿

記
」で
、院
号
定
だ
け
で
な
く
殿
上
始
の
詳
し
い
記
事
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。木
本
・

野
口
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
院
号
定
部
類
記
」は
、院
号
定
当
日
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
の
殿
上
始
・
御
幸
始
ま
で
の
記
事
を
集
め
て
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
嘉

陽
門
院
以
降
の
女
院
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
番
記
」
と
「
外
記
日
記
」
に
は
、
殿
上

始
・
御
幸
始
の
記
事
が
無
い
。「
番
記
」
は
蔵
人
が
、「
外
記
日
記
」
は
外
記
が
そ
れ

ぞ
れ
の
職
務
と
し
て
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
か
ら
、
女
院
に
な
っ
た
後
の
行
事
で
あ

る
殿
上
始
・
御
幸
始
の
記
事
が
「
番
記
」
と
「
外
記
日
記
」
に
無
い
の
は
当
然
と
言

え
る
。
後
掲
の
表
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
嘉
陽
門
院
以
降
の
女
院
の
「
院
号
定
部
類

記
」
は
、
引
用
書
目
が
ほ
ぼ
「
番
記
」
か
「
外
記
日
記
」
に
限
ら
れ
る
た
め
、
殿
上

始
・
御
幸
始
の
記
事
が
所
収
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

陰
明
門
院
ま
で
の
引
用
書
目
と
条
文
が
豊
富
な
点
に
関
し
て
は
、『
図
書
寮
解
題
』

お
よ
び
木
本
・
野
口
両
氏
の
指
摘
が
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
「
院
号
定
部
類
記
」
は
、

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
に
中
原
師
方
が
部
類
し
た
も
の
を
元
と
し
て
、
鎌
倉
中
期

に
日
野
家
の
人
々
が
更
に
編
集
し
た
部
類
記
を
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
金
沢

貞
顕
が
日
野
俊
光
本
か
ら
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
旧
金
沢
文
庫
本
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
指
摘
は
、「
院
号
定
部
類
記
」
の
以
下
の
二
つ
の
奥
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
冊
（「
上
東
門
院
」
の
項　

末
）

　
　
「
嘉
元
二
年
十
二
月
二
日
、以
前
藤
中
納
言
／
俊
光
卿
本
書
写
校
合
訖
、／
貞
顕
」

　

第
二
冊
（「
郁
芳
門
院
」
の
項
「
時
範
記
」
末
）

　
　
「
承
元
四
年
三
月
十
日　

部
類
畢
、
／
大
外
記
師
方
／
一
見
之
次
加
首
書
畢
、」

　

注
目
し
た
い
の
は
、「
院
号
定
部
類
記
」
が
作
成
さ
れ
た
の
が
承
元
四
年
三
月
十

日
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
直
後
の
三
月
十
九
日
に
、
土
御
門
天
皇
の
中
宮
で

あ
る
大
炊
御
門
頼
実
の
女
麗
子
が
院
号
宣
下
さ
れ
陰
明
門
院
と
な
っ
た
。「
院
号
定

部
類
記
」
は
、
陰
明
門
院
の
院
号
宣
下
の
際
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
陰
明
門
院
の
次
に
院
号
宣
下
さ
れ
た
嘉
陽
門
院
以
降
の
女
院
に

つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
引
用
書
目
と
条
文
の
在
り
方
に
明
ら
か
な
変
化
が
見

ら
れ
る
。
先
行
研
究
が
鎌
倉
中
期
に
日
野
家
の
人
々
に
よ
っ
て
更
に
編
集
さ
れ
た
と

指
摘
す
る
の
は
、
主
に
嘉
陽
門
院
以
降
の
女
院
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

二
、「
院
号
定
部
類
記
」
と
『
玉
葉
』

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
承
元
四
年
三
月
十
日
に
「
部
類
畢
」
と
あ
る
「
院
号
定
部
類

記
」
に
は
、
そ
の
当
時
に
存
在
し
た
古
記
録
か
ら
院
号
定
に
関
す
る
記
事
が
集
め
ら

（
９
）

（
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）
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れ
た
。
し
か
し
、
承
元
四
年
に
存
在
し
現
在
に
も
伝
来
し
て
い
る
も
の
の
、「
院
号

定
部
類
記
」
に
条
文
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
古
記
録
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
女
院

に
関
わ
る
研
究
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
九
条
兼
実
の
『
玉
葉
』
で
あ
る
。『
玉
葉
』

の
女
院
に
関
す
る
記
事
で
は
、
後
白
河
院
の
皇
女
覲
子
内
親
王
（
宣
陽
門
院
）
の
院

号
宣
下
に
つ
い
て
、「
非
二
后
位
一
非
二
母
儀
一
蒙
二
院
号
一
之
例
、
今
度
始
也
、
然
而

時
義
之
所
レ
推
、
不
レ
及
二
是
非
一
者
歟
」
と
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
も
の
が
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
宣
陽
門
院
の
院
号
宣
下
に
関
す
る
記
事
を
、「
院
号
定
部
類
記
」

宣
陽
門
院
の
項
と
『
玉
葉
』
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
行
き
た
い
。

　
「
院
号
定
部
類
記
」
の
各
女
院
の
記
事
の
内
容
は
、
野
口
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

院
号
の
決
定
と
と
も
に
、
院
司
の
決
定
、
后
位
の
象
徴
で
あ
る
衛
府
の
陣
屋
や
火
炬

屋
な
ど
の
撤
去
、
院
号
宣
下
後
の
殿
上
始
や
御
幸
始
に
ま
で
及
ぶ
場
合
も
多
い
。
こ

こ
で
そ
の
全
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
対
象
を
院
号
定
の
最
大
の
目

的
で
あ
る
女
院
号
の
決
定
に
絞
っ
て
検
討
す
る
。
宣
陽
門
院
と
い
う
院
号
に
つ
い
て

出
さ
れ
た
意
見
を
見
て
行
き
た
い
。

　

ま
ず
は
宣
陽
門
院
の
院
号
宣
下
当
日
の
『
玉
葉
』
建
久
二
年
六
月
二
十
六
日
条
を

見
て
行
こ
う
。
こ
の
時
摂
政
だ
っ
た
兼
実
は
、
院
の
使
者
と
し
て
訪
れ
た
藤
原
資
実

よ
り
宣
陽
門
院
を
推
す
意
見
が
多
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
兼
実
は
、

「
被
レ
用
二
中
門
之
号
一
、
未
レ
有
二
先
例
一
、
安
嘉
・
宜
秋
等
之
門
如
何
」
と
宣
陽

門
が
「
中
門
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
宣
陽
門
院
と
い
う
院
号
に
反
対
し
、
宮
城
門

で
あ
る
安
嘉
門
お
よ
び
内
裏
の
外
郭
の
門
で
あ
る
宜
秋
門
を
候
補
に
挙
げ
て
い
る
。

図
１
で
示
し
た
よ
う
に
、
内
裏
は
三
重
の
囲
い
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
最
も
外
側

が
大
内
裏
の
周
囲
の
大
垣
で
、
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
の
が
安
嘉
門
な
ど
宮
城
門
と
呼

ば
れ
る
門
で
あ
る
。
次
い
で
図
２
に
あ
る
よ
う
に
内
裏
や
中
和
院
を
囲
む
内
裏
の
外

郭
が
あ
り
、
宜
秋
門
等
の
門
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
あ
る
囲
い
が
内

裏
の
内
郭
で
、
宣
陽
門
を
は
じ
め
と
す
る
十
二
の
門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。『
玉
葉
』

で
は
、
こ
の
内
裏
の
内
郭
の
門
を
「
中
門
」
と
し
て
い
る
が
、
兼
実
は
先
例
が
無
い

と
い
う
理
由
で
「
中
門
」
を
院
号
に
用
い
る
こ
と
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
兼
実
の
考
え
は
、
宣
陽
門
院
の
二
人
前
の
女
院
で
あ
る
殷
富
門
院
の

院
号
定
の
時
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
殷
富
門
院
と
は
、
後
白
河
院
の
皇
女
亮
子
内
親

王
の
こ
と
で
、
院
号
宣
下
時
は
安
徳
・
後
鳥
羽
両
天
皇
の
准
母
で
あ
っ
た
。『
玉
葉
』

文
治
三
年
六
月
二
十
八
日
条
に
は
「
宣
陽
門
者
、
内
裏
之
中
門
也
、
無
レ
例
如
何
、」

と
あ
り
、
兼
実
は
、
内
裏
の
「
中
門
」
で
あ
る
宣
陽
門
は
前
例
が
な
い
と
反
対
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
兼
実
は
、
内
裏
の
門
を
女
院
号
と
す
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。

『
玉
葉
』
の
同
日
条
に
「
建
春
門
・
建
礼
門
被
レ
用
二
内
裏
一
、
是
偏
新
儀
也
、
建

春
門
院
雖
二
吉
例
一
、
建
礼
門
不
吉
也
、
何
況
於
二
中
門
一
者
已
無
レ
例
、
仍
被
レ
用
二

殷
富
門
一
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
裏
の
外
郭
の
門
を
用
い
た
建
春
門
院
と
建
礼
門

院
（
図
２
）
に
も
批
判
的
で
、
先
例
の
な
い
「
中
門
」
を
用
い
た
宣
陽
門
院
な
ど
と

ん
で
も
な
い
と
し
、
宮
城
門
で
あ
る
殷
富
門
院
（
図
１
）
を
推
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
若
猶
可
レ
被
レ
用
二
内
裏
門
一
者
、
宜
秋
門
宜
歟
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
裏
の
門

（
11
）

（
12
）

図１　宮城門の略図
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⑧
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⑯殷富門

大内裏
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を
用
い
る
な
ら
ば
、（
外
郭
の
門
で
あ
る
）
宜
秋
門
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
最
終

的
に
は
「
可
レ
被
レ
用
レ
門
者
、
宮
城
門
可
レ
然
也
、」
と
し
て
お
り
、
宮
城
門
を
女

院
号
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
院
号
定
で
は
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
院
号
定
部

類
記
」
宣
陽
門
院
の
項
に
は
「
家
記
」「
山
丞
記
」「
外
記
歟
」
と
三
つ
の
古
記
録
が

所
収
さ
れ
て
い
る
。「
外
記
歟
」
建
久
六
年
六
月
二
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
宣
陽
門

院
の
院
号
定
に
出
席
し
た
公
卿
は
十
七
名
で
あ
る
。「
外
記
歟
」
に
は
、
候
補
と
な
っ

た
院
号
や
誰
が
ど
の
よ
う
な
院
号
を
提
案
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
家
記
」

で
は
十
七
名
中
十
五
名
、「
山
丞
記
」
で
は
十
七
名
中
十
六
名
の
提
案
し
た
院
号
が

判
明
す
る
。
複
数
の
候
補
を
挙
げ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
出
席
し
た
公
卿
の
ほ
と

ん
ど
が
宣
陽
門
院
を
候
補
に
含
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
家
記
」
で
は
十
五
名
中
十

四
名
、「
山
丞
記
」
で
は
十
六
名
中
十
五
名
が
宣
陽
門
院
を
候
補
に
挙
げ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
宣
陽
門
院
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
は
藤
原
定
能
た
だ
一
人
で
、
宜
秋
門

院
を
候
補
に
挙
げ
て
い
る
が
、
特
に
理
由
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
兼
実

が
問
題
視
す
る
宣
陽
門
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
何
の
問
題
が
あ
る
の
か
と
い
う

意
見
が
出
さ
れ
た
。「
家
記
」
建
久
六
年
六
月
二
十
六
日
条
に
は
、
右
兵
衛
督
藤
原

兼
光
の
意
見
と
し
て
「
宣
陽
門
雖
レ
為
二
宮
内
門
一
、
建
春
門
近
為
二
佳
例
一
、
被
二

計
用
一
何
事
有
哉
」
と
あ
り
、
右
大
将
大
炊
御
門
頼
実
は
「
宣
陽
門
雖
二
内
陣
一
又

何
事
候
哉
」
と
延
べ
、
左
大
臣
三
条
実
房
は
「
宣
陽
門
可
レ
宜
、
雖
レ
為
二
内
陣
一
中

重
有
レ
例
、
何
不
二
因
准
一
哉
」
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、殷
富
門
院
の
院
号
定
の
際
に
は
公
卿
達
の
意
見
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
院
号
定
部
類
記
」
殷
富
門
院
の
項
に
よ
れ
ば
、
院
号
定
に
参
加
し
た
の
は
、
遅
参

し
た
源
宰
相
中
将
〈
通
資
〉
を
含
め
て
十
二
名
で
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
十
名
が

宣
陽
門
を
候
補
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
宣
陽
門
は
「
第
三
重
」
と
の
指
摘
は
あ
る
も

の
の
、
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
院
号
定
に
出
席
し
た
公
卿
の
多
く
が
宣
陽

門
院
を
候
補
と
し
た
。
兼
実
が
推
し
た
殷
富
門
院
を
挙
げ
た
の
は
六
名
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
結
局
こ
の
時
は
、
殷
富
門
院
が
採
用
さ
れ
た
。

　

以
上
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
兼
実
の
考
え
は
、
女
院
号
に
門
を
用
い
る
な
ら
宮
城

門
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
も
し
内
裏
の
門
を
用
い
る
の
な
ら
ば
外
郭
の
門
に
す
る

べ
き
で「
中
門
」（
内
郭
の
門
）は
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
、と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
殷
富
門
院
お
よ
び
宣
陽
門
院
の
院
号
定
を
見
る
限
り
、
こ
う
し
た
兼
実
の

（
13
）

（
14
）

（
15
）

※『平安時代史事典』を参考に作成
　太字は宣陽門院以前に女院号に使用された門で、丸数字は女院になった順番を示す
　宣陽門院の院号宣下の際に候補に挙げられた門に二重線を引いた

図２　内裏門の略図
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考
え
方
は
、他
の
公
卿
達
に
も
共
通
す
る
認
識
で
は
な
く
、兼
実
独
自
の
考
え
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

宣
陽
門
院
の
院
号
宣
下
に
対
し
て
否
定
的
な
兼
実
だ
が
、
宣
陽
門
院
以
前
に
も
、

父
忠
通
の
養
女
で
あ
る
呈
子
が
院
号
宣
下
さ
れ
九
条
院
と
な
っ
た
際
に
、
批
判
的
な

記
事
を
書
き
残
し
て
い
る
。『
玉
葉
』
仁
安
三
年
三
月
十
二
日
条
の
「
以
二
皇
太
后

宮
一
為
二
院
号
一
云
々
、
未
曽
有
事
也
、
末
代
朝
政
皆
如
レ
此
、
非
国
母
并
太
上
皇
・

執
柄
等
女
異
体
后
宮
院
号
、
凡
言
語
不
レ
及
事
也
、
可
レ
謂
二
幸
人
々
一
也
」
と
い
う

記
事
は
、
前
述
の
『
玉
葉
』
建
久
二
年
六
月
二
十
六
日
条
と
並
ん
で
、
女
院
に
関
す

る
研
究
で
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
来
た
。し
か
し
本
稿
で
見
て
来
た
よ
う
に
、『
玉

葉
』
に
記
さ
れ
た
兼
実
の
考
え
が
、
必
ず
し
も
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
共
通
認

識
で
は
な
く
、
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
こ
の
よ
う

な
女
院
観
も
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
共
通
の
認
識
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

兼
実
独
自
の
意
見
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
を

研
究
す
る
上
で
『
玉
葉
』
は
引
用
し
や
す
い
史
料
で
は
あ
る
が
、『
玉
葉
』
に
見
ら

れ
る
兼
実
の
独
自
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
筆
者
も
含
め
て
今
一
度
『
玉
葉
』
を

読
み
直
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、「
院
号
定
部
類
記
」
に
『
玉
葉
』
が
所
収
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
言
及
し

て
お
き
た
い
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
院
号
定
部
類
記
」
を
作
成
し
た
中
原

師
方
が
『
玉
葉
』
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
本

稿
で
見
て
来
た
よ
う
に
、『
玉
葉
』に
は
兼
実
独
自
の
考
え
が
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、

敢
え
て
「
院
号
定
部
類
記
」
に
採
用
し
な
か
っ
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。
橋
本
義
彦

氏
に
よ
れ
ば
、
部
類
記
は
、
恒
例
の
朝
儀
公
事
で
は
な
く
院
号
定
の
よ
う
な
臨
時
の

朝
儀
公
事
に
関
し
て
盛
ん
に
作
成
さ
れ
た
。
恒
例
の
朝
儀
公
事
の
よ
う
に
材
料
を
自

己
ま
た
は
先
祖
の
日
記
等
の
限
ら
れ
た
範
囲
に
求
め
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
広

く
多
数
の
記
録
か
ら
事
例
を
蒐
集
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
作
成
の
背
景
に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
院
号
定
部
類
記
」
は
そ
の
場
限
り
の
書
物
で
は
な
く
、
後
々

ま
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
院

号
定
部
類
記
」
に
、
記
主
独
自
の
考
え
が
記
さ
れ
た
『
玉
葉
』
は
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
院
号
定
部
類
記
」
の
各
女
院
の
項
に
は
、
院
号
定

に
出
席
し
た
公
卿
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
摂
政
で
あ
る
兼
実
は
院
号
定
に
参
加
し

て
い
な
い
の
で
、『
玉
葉
』
に
院
号
定
の
出
席
者
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
と

も
言
え
る
が
、『
玉
葉
』
に
は
「
院
号
定
部
類
記
」
が
求
め
る
記
事
が
な
く
、
敢
え

て
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
女
院
の
条
文
の

詳
し
い
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

な
お
、「
院
号
定
部
類
記
」
に
採
用
さ
れ
た
記
事
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
皇
嘉
門

院
の
記
事
が
な
い
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
現
存
す
る
古
記
録
で
皇
嘉

門
院
の
院
号
定
の
記
事
が
あ
る
の
は
『
台
記
』
だ
が
、
院
号
定
に
参
加
し
た
公
卿
の

名
は
列
挙
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
院
号
定
部
類
記
」
に
収
録
さ
れ
た
条
文
と
は
方
向
性

が
違
う
。
あ
く
ま
で
推
測
だ
が
、
皇
嘉
門
院
の
院
号
定
に
つ
い
て
は
、「
院
号
定
部

類
記
」
に
収
録
す
べ
き
記
事
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

註（
１
）　

橋
本
義
彦
「
女
院
の
意
義
と
沿
革
」（『
平
安
貴
族
社
会
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。

初
出
は
一
九
七
八
年
）。

（
２
）　

野
村
育
世
「
女
院
に
つ
い
て
の
研
究
史
と
本
書
の
位
置
」（『
家
族
史
と
し
て
の
女

院
論
』
序
章
第
二
節
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
３
）　

高
松
百
香
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
院
号
定
―
女
院
号
の
決
定
過
程
と
そ
の
議

論
」（
服
藤
早
苗
編
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
４
）　

野
口
華
世
「
鎌
倉
時
代
の
女
院
と
女
院
領
―
そ
の
前
提
と
意
義
―
」（
細
川
涼
一
編

『
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
７　

生
・
成
長
・
老
い
・
死
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
六
年
）。

（
５
）　

木
本
好
信
「『
院
号
定
部
類
記
』
―
上
東
門
院
彰
子
の
出
家
と
道
長
―
」（『
平
安
朝

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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官
人
と
記
録
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
八
一
年
）。
以
下
、

木
本
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
６
）　

野
口
華
世
「「
院
号
定
部
類
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
女
院
号
宣
下
時
の
史
料
の
検

討
―
」（『
史
聚
』
五
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
野
口
氏
の

見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
７
）　

前
掲
註
６
野
口
論
文
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
「
六
冊
本
」
も
「
内
閣
文
庫
本
」

も
水
野
忠
邦
旧
蔵
本
も
し
く
は
そ
の
系
統
の
本
で
あ
る
。
こ
の
た
め
野
口
氏
は
、
両

本
を
区
別
な
く
述
べ
る
際
に
は
「
水
野
本
」
と
し
て
い
る
。

（
８
）　

九
番
目
の
女
院
で
あ
る
皇
嘉
門
院
の
み
記
事
の
記
載
が
な
い
。
共
同
研
究
報
告
書

で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
な
ぜ
抜
け
て
い
る
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
９
）　
「
番
記
」
と
は
、
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
に
候
す
る
蔵
人
が
記
録
し
た
殿
上
日
記
の
こ

と
で
、
六
位
蔵
人
が
当
番
を
組
ん
で
筆
録
し
た
の
で
、「
番
日
記
」
ま
た
は
「
番
記
」

と
も
い
う
。
橋
本
義
彦
「
外
記
日
記
と
殿
上
日
記
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
お
よ
び
『
国
史
大
辞
典
』「
殿
上
日
記
」
項
を
参
照
。

（
10
）　

部
類
記
の
変
遷
と
性
格
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
「
部
類
記
に
つ
い
て
」（『
平
安

貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（
11
）　
『
玉
葉
』
建
久
二
年
六
月
二
十
六
日
条
。

（
12
）　

伴
瀬
明
美
「
后
が
院
号
宣
下
を
受
け
た
と
き
何
が
お
こ
る
か
―
后
と
女
院
の
間
を

考
え
る
―
」（「
科
研
報
告
書
」
二
〇
二
〇
年
）。

（
13
）　
「
家
記
」
が
「
兼
光
卿
記
」
で
あ
る
こ
と
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新
日
本
古
典
籍

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https://kotenseki.nijl.ac.jp

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
（
所

蔵
は
宮
内
庁
書
陵
部
）
で
確
認
し
た
。
ま
た
、「
外
記
歟
」
と
あ
る
が
、
他
の
女
院
の

外
記
日
記
の
記
事
の
内
容
と
比
較
し
て
「
外
記
」
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考

え
る
。

（
14
）　
「
院
号
定
部
類
記
」
宣
陽
門
院
の
項
所
収
「
家
記
」
に
は
「
右
衛
門
督
」
と
あ
る
が
、

同
「
山
丞
記
」
お
よ
び
前
掲
註
13
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
画
像
よ
り
右
兵
衛
督
の
誤
り
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
15
）　

図
１
で
示
し
た
よ
う
に
、
内
裏
は
三
重
の
囲
い
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
宣
陽
門
は
そ

の
最
も
内
側
の
内
裏
の
内
郭
に
設
け
ら
れ
た
門
で
、「
第
三
重
」
は
そ
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
。

（
16
）　

筆
者
も
か
つ
て
「
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
宣
陽
門
院
の
動
向
と
そ
の
院
司
・
殿
上
人

に
つ
い
て
」（『
文
学
研
究
論
集
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
建
久
二
年

六
月
二
十
六
日
条
を
引
用
し
て
い
る
。

（
17
）　

前
掲
註
10
橋
本
論
文
。

（
18
）　
「
院
号
定
部
類
記
」
の
特
徴
と
し
て
、
二
番
目
の
上
東
門
院
以
降
の
全
て
の
女
院
に

つ
い
て
、
誰
が
院
号
定
に
出
席
し
た
か
記
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
で
に

本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
嘉
陽
門
院
以
降
は
、
引
用
書
目
の
ほ
と
ん
ど
が
「
番
記
」

か
「
外
記
日
記
」
で
、
所
収
さ
れ
た
条
文
が
少
な
い
上
に
短
い
が
、
院
号
定
の
出
席

者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
点
は
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
院
号
定
部
類
記
」
の
特
徴

に
つ
い
て
は
、
後
考
を
期
し
た
い
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
一
般
共

同
研
究
（
二
〇
二
一
年
度
）「「
院
号
定
部
類
記
」
の
共
同
利
用
に
向
け
て
の
調
査
・
研
究
・

公
開
―
東
山
御
文
庫
本
系
諸
本
を
中
心
に
―
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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表：「院号定部類記」引用書目および条文一覧
・外記・外記記は木本論文に従って外記日記で統一した。
・引用書目の項の★は図書寮解題に記載がないもの。
・年月日のみ記載されていて筆者が不知記と判断したものには［　］を付した。
・備考の各記録の記主名は基本的に『図書寮解題』による。

通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

１ 東三条院 正暦２年９月16日
（991）

★野右記 入内～崩御の経歴を年月日を入れて記述
外記日記 正暦２年９月16日

後小記

正暦２年９月16日

後小記→実資ヵ
正暦２年10月15日
正暦２年10月28日
正暦２年11月３日

２ 上東門院 万寿３年正月19日
（1026）

宇治殿御記 万寿３年４月27日 宇治殿御記→頼通

野右記
万寿３年正月17日

野右記→実資
万寿３年正月19日

権記 万寿３年正月19日
不知記 万寿３年正月19日

左経記
万寿３年正月17日
万寿３年正月19日

★経頼記
万寿３年正月19日

経頼記は左経記のことだが別立てで収録
万寿３年３月26日

左経記 万寿３年４月27日
外記日記 万寿３年正月19日

３ 陽明門院 治暦５年２月17日
（1069）

土記
延久元年２月17日

４月13日改元　土記→師房延久元年３月１日
延久元年３月８日

不知記 延久元年２月17日
大右記 延久元年３月１日 大右記→俊家

但州記
治暦５年２月17日

但州記→隆方
治暦５年３月１日

江記

治暦５年２月15日
図書寮解題では不知記

治暦５年２月17日
治暦５年２月15日
治暦５年２月17日

左経記 治暦５年２月17日

不知記
治暦５年２月17日
治暦５年３月１日

外記日記 治暦５年２月17日

４ 二条院 延久６年６月16日
（1074）

澄池記
承保元年６月12日

８月23日改元　澄池記→教通
承保元年６月16日

都記 承保元年６月16日 都記→経信

隆方朝臣記
承保元年６月16日
承保元年７月10日

左経記 延久６年６月16日

大府卿記
延久６年６月16日
延久６年７月10日

外記日記 承保元年６月16日
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通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

４ 二条院 延久６年６月16日
（1074）

★肥記
承保元年６月16日
承保元年６月20日

大右記 承保元年６月16日

５ 郁芳門院 寛治７年正月19日
（1093）

外記日記 寛治７年正月19日

帥大納言記

寛治７年正月16日

帥大納言記→経信

寛治７年正月19日
寛治７年正月22日
寛治７年正月23日
寛治７年正月24日
寛治７年正月25日

江記

寛治７年正月19日
寛治７年正月20日
寛治７年正月21日
寛治７年正月23日
寛治７年正月25日
寛治７年正月26日

時範記

寛治７年正月11日
寛治７年正月19日
寛治７年正月20日
寛治７年正月21日
寛治７年正月25日
寛治７年２月10日
寛治７年２月12日 ※１

★左経記

寛治７年正月19日
寛治７年正月20日
寛治７年正月22日
寛治７年正月25日

６ 待賢門院 天治元年11月24日
（1124）

不知記
天治元年11月24日
天治元年12月26日

朝隆卿記 天治元年11月24日

中右記

天治元年11月４日
天治元年11月12日
天治元年11月24日
天治元年12月１日
天治元年12月26日

治部卿入道記
天治元年11月24日
天治元年12月１日

右大記
天治元年11月24日

右大記→雅兼
天治元年12月１日

大外記師遠記
天治元年11月24日
天治元年12月１日
天治元年12月26日

大蔵少輔祐隆記

天治元年11月24日
天治元年12月１日
天治元年12月６日
天治元年12月26日

民部卿記 天治元年12月１日 民部卿記→顕頼
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通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

６ 待賢門院 天治元年11月24日
（1124） 師時卿記

保安５年３月30日
天治元年11月24日

７ 高陽院 保延５年７月28日
（1139）

外記日記
保延５年７月28日
保延５年８月９日
保延５年８月20日

朝隆記 保延５年８月９日

８ 美福門院 久安５年８月３日
（1149）

外記日記
久安５年８月３日
久安５年10月２日
久安５年10月10日

桂入記

久安５年７月23日

桂入記→光頼

久安５年７月25日
久安５年８月３日
久安５年10月２日
久安５年12月３日
久安５年12月４日
久安５年12月16日

大禅記

久安５年７月23日

大禅記→惟方

久安５年７月28日
久安５年７月29日
久安５年８月１日
久安５年８月２日
久安５年８月３日
久安５年８月４日
久安５年８月５日
久安５年８月６日
久安５年８月７日
久安５年８月17日
久安５年９月３日
久安５年９月10日
久安５年９月13日
久安５年10月１日
久安５年10月２日
久安５年10月３日
久安５年10月４日
久安５年10月５日
久安５年10月６日
久安５年10月９日
久安５年10月10日

中民記

久安５年８月３日

中民記→顕時

久安５年８月４日
久安５年８月５日
久安５年８月６日
久安５年８月７日
久安５年８月８日
久安５年８月30日
久安５年９月１日
久安５年９月29日
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通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

8 美福門院 久安５年８月３日
（1149）

中民記
久安５年10月２日

中民記→顕時久安５年10月６日
久安５年10月10日

不知記 久安５年８月３日

9 皇嘉門院 久安６年２月27日
（1150） なし

10 上西門院 保元４年２月13日
（1159）

成頼記
保元４年２月12日
保元４年２月13日
保元４年２月19日

私記
平治元年２月13日

４月20日改元平治元年２月19日
平治元年２月25日

11 八条院 応保元年12月16日
（1161）

成頼記
応保元年12月14日
応保元年12月16日

為親記
応保元年12月16日
応保元年12月17日

★外記日記 応保元年12月16日
私記 応保元年12月16日
［不知記］ 応保元年12月16日

顕時卿記
応保元年12月16日
応保元年12月26日

12 高松院 応保２年２月５日
（1162）

成頼記
応保２年２月５日
応保２年２月８日

右暦記

応保２年正月24日

右暦記→為親

応保２年２月３日
応保２年２月５日
応保２年２月７日
応保２年２月８日
応保２年２月10日
応保２年２月11日
応保２年２月13日
応保２年２月14日
応保２年２月17日

外記日記 応保２年２月５日 ※２

不知記
応保２年２月５日
応保２年２月８日

中民記
応保２年２月５日
応保２年２月14日

山槐記
応保２年２月５日
応保２年２月８日

★角金記
応保２年２月５日
応保２年２月９日

13 九条院 仁安３年３月14日
（1168）

山槐記 仁安３年３月14日

角金記
仁安３年３月13日

角金記→家通
仁安３年３月14日

平信記 仁安３年３月14日 平信記→信範
外記日記 仁安３年３月14日
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通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

14 建春門院 嘉応元年４月12日
（1169）

成頼記

嘉応元年４月８日
嘉応元年４月９日
嘉応元年４月12日
嘉応元年４月19日

為親記
嘉応元年４月11日
嘉応元年４月12日
嘉応元年４月19日

平兵部記
嘉応元年４月12日

平兵部記→信範嘉応元年４月19日
嘉応元年６月５日

私記
嘉応元年４月12日

『図書寮解題』は礼記とする。
嘉応元年４月19日

15 建礼門院 養和元年11月25日
（1181）

経房卿記 養和元年11月25日

山丞記

養和元年11月24日

山丞記→定長
養和元年11月25日
養和元年12月１日
養和元年12月４日
養和元年12月13日

私記
養和元年11月25日
養和元年12月１日
養和元年12月13日

16 殷富門院 文治３年６月28日
（1187）

吉戸記 文治３年６月28日 吉戸記→経房
家記 文治３年６月28日 家記→兼光ヵ
山丞記 文治３年７月25日
外記日記 文治３年６月28日

不知記
文治３年６月28日
文治３年７月６日
文治３年７月25日

17 七条院 建久元年４月22日
（1190）

山丞記
建久元年４月22日
建久元年６月19日
建暦元年３月23日

不知記 建久元年４月22日

不知記
建久元年４月19日
建久元年４月23日
建久元年８月７日

18 宣陽門院 建久２年６月26日
（1191）

家記 建久２年６月26日

山丞記
建久２年６月26日
建久２年７月９日
建久２年７月13日

外記日記
建久２年２月26日 『図書寮解題』は「外記歟」とするが記載

内容から外記日記と判断した。建久２年７月９日

19 宜秋門院 正治２年６月28日
（1200）

帥入道殿御記 正治２年６月28日 帥入道殿御記→資実

外記日記
正治２年６月28日
正治２年10月19日
正治２年10月28日

重長朝臣記
正治２年６月28日
正治２年10月19日
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通番 女院名 院号宣下年月日／西暦 引用書目 条文年月日 備　　考

20 承明門院 建仁２年正月15日
（1202）

帥入道殿御記 建仁２年正月15日

外記日記
建仁２年正月15日
建仁２年正月27日
建仁２年２月２日

不知記
建仁２年正月15日
建仁２年２月２日

21 坊門院 建永元年９月２日
（1206）

外記日記 建永元年９月２日

外記日記 建永元年９月２日 首付に従い「外記」としたが不知記の可能
性有

不知記 建永元年９月２日

22 修明門院 建永２年６月７日
（1207）

外記日記 承元元年６月７日 10月25日改元
頼平卿記 承元元年６月22日
不知記 建永２年６月７日 不知記→資実ヵ

（外記日記）
承元元年６月７日

『図書寮解題』は「外記歟」としており要
検討承元元年６月17日

承元元年６月22日

23 春華門院 承元３年４月25日
（1209）

番記 承元３年４月25日
外記日記 承元３年４月25日

24 陰明門院 承元４年３月19日
（1210）

番記 承元４年３月19日
頼平卿記 承元４年４月９日
蔵人盛良記 承元４年３月23日
外記日記 承元４年３月19日
［不知記］ 承元４年３月19日

25 嘉陽門院 建保２年６月10日
（1214）

番記 建保２年６月10日
★外記日記 建保２年６月10日
［不知記］ 建保２年６月10日

26 東一条院 承久４年３月25日
（1222）

信盛卿記
承久４年３月25日

４月13日改元
貞応元年４月16日

外記日記 承久４年３月25日

27 北白河院 貞応元年７月11日
（1222）

番記
貞応元年７月11日
貞応元年８月２日

外記日記 貞応元年７月11日

28 安嘉門院 貞応３年８月４日
（1224） 外記日記 貞応３年８月４日

29 安喜門院 嘉禄３年２月20日
（1227）

番記 嘉禄３年２月20日
外記日記 嘉禄３年２月20日

30 鷹司院 寛喜元年４月18日
（1229）

番記 安貞３年４月18日
３月５日改元

外記日記 安貞３年４月18日

31 藻璧門院 貞永２年４月３日
（1233）

番記 貞永２年４月３日
外記日記 貞永２年４月３日

32 明義門院 嘉禎２年12月21日
（1236）

番記 嘉禎２年12月21日
外記日記 嘉禎２年12月21日
大外記師光記歟 嘉禎２年12月21日

33 式乾門院 延応元年11月12日
（1239） 外記日記 延応元年11月12日

34 宣仁門院 仁治４年２月23日
（1243） 外記日記 仁治４年２月23日

35 正親町院 寛元元年６月26日
（1243） 番記 寛元元年６月26日
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36 室町院 寛元元年12月14日
（1243） 番記 寛元元年12月14日

※１ 木本論文には記載なし。首付および『大日本史料』（第三編九冊補遺）寛治七年二月十日条より判断した。
※２ 首付に従って『図書寮解題』は「私記」「外記」ともに採録するが、記載内容から外記日記と判断した。


